


様式第３－３ 

年    月    日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 殿

補助事業者    住所                              
氏名    法人にあっては名称        
及び代表者の氏名          

中小企業新事業進出促進補助金に係る補助事業承継承認申請書

年  月  日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり他に承継させたいので、中小企業新事業進出促進補助金交付規程第１２条第１項第６号の規定に基づき下記のとおり申請します。 

記

１．事業計画名 
※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。 

２．承継の内容 

３．承継の理由 

４．承継者の氏名及び住所 

５．承継に伴い補助事業の実施体制、内容等で変更する事項 

６．承継元の事業者情報 

７．承継先の事業者情報（収益計画（基準年度以降）、株主等一覧含む） 

８．添付資料 
(1) 承継に関する当事者の契約書案の写し
(2) 承継者の経歴及び状況を示す事業概要書（申請者の概要書とパンフレット）
(3) 承継者の誓約書（別紙）
(4) 承継者の登記事項証明書
(5) 承継者の決算関係書類（直近２年分）
(6) 承継者の役員名簿（法人の場合）
(7) 承継者が現在実施している補助事業等に関する書類（事業名、実施期間、テーマ等）
(8) 承継者のGビズID情報の画面キャプチャ、電子申請システムのGビズID情報の画面キャプチャ
(9) 承継先のGビズID情報の画面キャプチャ、電子申請システムのGビズID情報の画面キャプチャ 

（注１）８．（７）は特に実施していない場合、「なし」と記載した書類を作成してください。 
（注２）８．（１）～（９）の他、独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要と認めた書類の提出を求める場合があります。
（注３）補助事業者同士で事業承継する場合、一つの補助事業しか実施できませんのでご注意ください。	


様式第３－３記入例


202X年XX月XX日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 殿

補助事業者    住所  東京都千代田区X-X 新事業進出ビル2F
氏名    法人にあっては名称    株式会社 新事業進出
及び代表者の氏名   新事業 太郎

中小企業新事業進出促進補助金に係る補助事業承継承認申請書

202X年XX月XX日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり他に承継させたいので、中小企業新事業進出促進補助金交付規程第１２条第１項第６号の規定に基づき下記のとおり申請します。 

記補助事業名を記載してください。


1． 事業計画名 
○○技術を活用した○○向け○○部品の企画・製造・販売事業
※ 補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。 

2． 承継の内容 
Xxxxxxxxx承継内容・理由
承継者の氏名と承継に伴い変更する事項を記載してください。


3． 承継の理由 
Xxxxxxxxx

4． 承継者の氏名及び住所
株式会社新事業承継
東京都千代田区X-X 新事業承継ビル2F

5． 承継に伴い補助事業の実施体制、内容等で変更する事項承継元の事業者情報として、「法人番号」、「業種」、「業務内容」、「会社URL」を記載してください。

Xxxxxを変更
また、Yyyyyを変更

6． 承継元の事業者情報 
法人番号：XXXXXXXXXXXXX
業種：XXXX
業務内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
会社URL：https://xxxx.xxxx



7． 承継先の事業者情報（収益計画（基準年度以降）、株主等一覧含む） 
Xxxxxx（別添）

８．添付資料 
1. 承継に関する当事者の契約書案の写し
1. 承継者の経歴及び状況を示す事業概要書（申請者の概要書とパンフレット）
1. 承継者の誓約書（別紙）(1)～(9)については必須の添付資料になります。
追加で添付したい資料がある場合は追加してください。

1. 承継者の登記事項証明書
1. 承継者の決算関係書類（直近２年分）
1. 承継者の役員名簿（法人の場合）
1. 承継者が現在実施している補助事業等に関する書類（事業名、実施期間、テーマ等）
1. 承継者のGビズID情報の画面キャプチャ、電子申請システムのGビズID情報の画面キャプチャ
1. 承継先のGビズID情報の画面キャプチャ、電子申請システムのGビズID情報の画面キャプチャ
1. Xxxxxx

（注１）８．（７）は特に実施していない場合、「なし」と記載した書類を作成してください。 
（注２）８．（１）～（９）の他、独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要と認めた書類の提出を求める場合があります。
（注３）補助事業者同士で事業承継する場合、一つの補助事業しか実施できませんのでご注意ください。


